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主 な 記 事

出国外国人労働者の住民税徴収を調査 ２面

１０月上旬にも新首相選出 ２面

セルフメディケーションに必要な措置 ３面

最低賃金引上げ幅最大は熊本 ４面

特定親族特別控除の額の区分

特定親族特

別控除の額

区分

合計所得金額

特定親族

が居住者

特定親族

が非居住者

�万円 � �

�万円超

�万円以下

�万円 � �

�万円超

�万円以下

�万円 � �

�万円超

�万円以下

�万円 � �

�万円超

１００万円以下

�万円 � �

１００万円超

１０５万円以下

�万円 � �

１０５万円超

１１０万円以下

�万円 � �

１１０万円超

１１５万円以下

６万円 � �

１１５万円超

１２０万円以下

３万円 � �

１２０万円超

１２３万円以下

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

７

年

分

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

等

の

法

定

調

書

の

作

成

と

提

出

の

手

引

を

公

表

し

た

。

７

年

分

の

法

定

調

書

の

提

出

か

ら

適

用

さ

れ

る

主

な

改

正

事

項

と

し

て

は

、

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

に

伴

い

、

７

年

�

月

以

後

の

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

が

改

正

さ

れ

る

。

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

に

特

定

親

族

特

別

控

除

額

等

を

記

載

す

る

ほ

か

、

特

定

親

族

各

人

別

の

特

定

親

族

特

別

控

除

の

額

に

応

じ

て

、

区

分

を

記

載

す

る

と

さ

れ

て

お

り

、

同

手

引

に

は

区

分

の

一

覧

表

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

特

定

親

族

特

別

控

除

は

、

居

住

者

が

特

定

親

族

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

の

居

住

者

の

総

所

得

金

額

等

か

ら

、

そ

の

特

定

親

族

１

人

に

つ

き

、

そ

の

特

定

親

族

の

合

計

所

得

金

額

に

応

じ

て

最

大

�

万

円

を

控

除

す

る

も

の

。

特

定

親

族

と

は

、

居

住

者

と

生

計

を

一

に

す

る

年

齢

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

親

族

（

配

偶

者

、

青

色

事

業

専

従

者

と

し

て

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

及

び

白

色

事

業

専

従

者

を

除

く

）

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

超

１

２

３

万

円

以

下

の

人

を

い

う

。

　

年

末

調

整

で

は

、

従

業

員

か

ら

提

出

を

受

け

た

給

与

所

得

者

の

特

定

親

族

特

別

控

除

申

告

書

を

も

と

に

、

特

定

親

族

特

別

控

除

額

を

控

除

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

の

改

正

で

は

、

特

定

親

族

の

追

加

に

よ

り

、

「

控

除

対

象

扶

養

親

族

の

数

」

が

「

控

除

対

象

扶

養

親

族

等

の

数

」

と

な

り

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

等

の

数

に

「

特

親

」

欄

が

追

加

な

ど

さ

れ

て

い

る

。

　

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

が

あ

る

場

合

は

、

特

定

親

族

各

人

別

の

特

定

親

族

特

別

控

除

の

額

に

応

じ

て

、

区

分

を

記

載

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

区

分

に

つ

い

て

は

、

同

手

引

に

一

覧

表

が

掲

載

さ

れ

て

お

り

、

特

定

親

族

特

別

控

除

の

額

や

特

定

親

族

が

居

住

者

か

非

居

住

者

か

に

よ

っ

て

区

分

が

変

わ

っ

て

い

る

。

　

そ

の

ほ

か

の

事

項

で

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

法

定

調

書

の

提

出

義

務

基

準

が

見

直

さ

れ

て

お

り

、

９

年

１

月

以

後

に

提

出

す

る

法

定

調

書

は

、

前

々

年

に

提

出

す

べ

き

で

あ

っ

た

法

定

調

書

の

枚

数

が

�

枚

以

上

（

改

正

前

：

１

０

０

以

上

）

で

あ

る

法

定

調

書

に

つ

い

て

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

が

必

要

と

な

る

。

そ

の

た

め

、

７

年

中

に

提

出

す

る

法

定

調

書

の

枚

数

が

�

枚

以

上

と

な

っ

た

場

合

は

、

９

年

に

提

出

す

る

法

定

調

書

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

り

提

出

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

ま

た

、

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

源

泉

徴

収

票

の

提

出

方

法

が

改

正

さ

れ

て

い

る

。

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

べ

き

給

与

所

得

及

び

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

票

に

つ

い

て

、

給

与

等

の

支

払

を

す

る

者

が

、

市

町

村

長

に

給

与

支

払

報

告

書

等

を

提

出

し

た

場

合

に

は

、

税

務

署

長

に

給

与

所

得

等

の

源

泉

徴

収

票

を

提

出

し

た

も

の

と

み

な

す

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

退

職

所

得

の

源

泉

徴

収

票

に

つ

い

て

は

、

こ

の

特

例

の

対

象

外

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

８

年

分

源

泉

徴

収

税

額

表

を

公

表

し

た

。

ま

た

、

同

庁

は

同

日

、

７

年

分

年

末

調

整

の

し

か

た

を

公

表

し

て

い

る

（

９

月

８

日

号

１

面

参

照

）

。

年

末

調

整

の

し

か

た

の

中

で

は

、

８

年

分

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

に

関

す

る

説

明

が

さ

れ

て

お

り

、

７

年

度

税

制

改

正

で

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

が

行

わ

れ

、

原

則

と

し

て

７

年

�

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

る

こ

と

を

受

け

て

、

８

年

か

ら

変

わ

る

事

項

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

８

年

か

ら

の

留

意

事

項

は

、

①

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

か

ら

提

出

を

受

け

る

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

、

源

泉

控

除

対

象

親

族

の

記

載

が

正

し

く

行

わ

れ

て

い

る

か

確

認

す

る

、

②

新

た

な

源

泉

徴

収

税

額

表

に

基

づ

き

、

各

月

（

日

）

の

源

泉

徴

収

を

行

う

―

―

の

二

つ

。

　

こ

れ

ら

留

意

事

項

は

同

庁

が

４

月

�

日

に

公

表

し

た

７

年

分

の

年

末

調

整

や

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

を

ま

と

め

た

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

に

記

載

さ

れ

て

い

る

内

容

と

大

き

な

変

更

は

な

い

。

　

７

年

分

ま

で

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

は

、

「

控

除

対

象

扶

養

親

族

」

を

記

載

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

が

、

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

に

伴

い

、

８

年

分

以

後

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

は

「

源

泉

控

除

対

象

親

族

」

を

記

載

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

こ

の

た

め

、

８

年

分

以

後

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

は

７

年

分

以

前

の

も

の

と

様

式

が

変

わ

っ

て

お

り

、

改

正

後

の

記

載

例

も

す

で

に

国

税

庁

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

開

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

８

年

分

の

「

源

泉

徴

収

税

額

表

」

の

税

額

は

、

基

礎

控

除

額

�

万

円

へ

の

引

上

げ

に

基

づ

い

た

金

額

と

な

っ

て

お

り

、

７

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

７

年

分

以

後

の

各

年

分

の

基

礎

控

除

の

特

例

の

規

定

（

�

万

円

、

�

万

円

、

�

万

円

ま

た

は

５

万

円

を

加

算

す

る

特

例

）

は

織

り

込

ま

れ

て

い

な

い

。

こ

れ

ら

の

特

例

に

基

づ

く

額

に

つ

い

て

は

、

年

末

調

整

ま

た

は

確

定

申

告

の

際

に

適

用

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ９ �

第３６６６号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

世

界

文

化

遺

産

の

富

士

山

。

今

シ

ー

ズ

ン

か

ら

は

全

ル

ー

ト

を

対

象

に

一

人

一

回

の

登

山

に

つ

き

４

０

０

０

円

の

負

担

を

求

め

る

と

と

も

に

、

午

後

２

時

～

翌

午

前

３

時

の

入

山

を

規

制

。

山

梨

、

静

岡

両

県

で

足

並

み

を

そ

ろ

え

た

★

近

年

、

訪

日

外

国

人

登

山

者

ら

が

軽

装

や

不

十

分

な

装

備

な

ど

、

安

易

な

気

持

ち

で

登

っ

た

こ

と

が

原

因

で

遭

難

や

ケ

ガ

を

す

る

ケ

ー

ス

が

多

発

し

て

い

る

。

集

め

た

入

山

料

に

つ

い

て

は

、

山

頂

付

近

で

通

行

整

理

に

当

た

る

ス

タ

ッ

フ

に

か

か

る

費

用

な

ど

、

登

山

者

の

安

全

対

策

に

充

て

る

こ

と

と

し

て

い

る

★

日

本

で

は

警

察

や

消

防

の

公

的

機

関

が

行

う

山

岳

救

助

活

動

は

原

則

的

に

無

償

で

、

遭

難

者

に

救

助

費

用

が

請

求

さ

れ

な

い

。

結

果

的

に

税

金

で

賄

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

今

年

の

富

士

山

の

開

山

期

間

は

終

了

し

た

が

、

来

年

以

降

、

富

士

登

山

を

さ

れ

る

方

は

万

全

の

準

備

と

無

理

の

な

い

登

山

計

画

を

心

掛

け

て

ほ

し

い

。

（

Ｍ

）

　

総

務

省

に

設

置

さ

れ

て

い

る

個

人

住

民

税

検

討

会

は

８

月

�

日

、

令

和

７

年

度

の

第

１

回

会

合

を

開

催

し

た

。

そ

の

中

で

、

日

本

を

出

国

し

た

外

国

人

労

働

者

ら

に

係

る

個

人

住

民

税

の

徴

収

に

つ

い

て

、

総

務

省

が

す

べ

て

の

市

区

町

村

を

対

象

に

実

態

調

査

を

実

施

し

て

い

る

と

し

て

、

そ

の

調

査

概

要

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

個

人

住

民

税

は

前

年

中

の

所

得

を

基

準

と

し

て

翌

年

度

に

課

税

す

る

仕

組

み

。

先

の

通

常

国

会

で

は

、

外

国

人

労

働

者

が

在

留

期

間

を

終

え

て

帰

国

し

た

際

に

、

翌

年

納

付

す

べ

き

個

人

住

民

税

が

未

納

と

な

る

ケ

ー

ス

が

多

発

し

て

い

る

と

の

指

摘

が

あ

り

、

村

上

誠

一

郎

総

務

相

は

、

指

摘

を

踏

ま

え

、

必

要

に

応

じ

て

対

応

策

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

　

石

破

茂

首

相

が

７

日

、

辞

意

を

表

明

し

た

。

自

民

党

総

裁

も

退

く

。

自

民

党

は

近

く

臨

時

の

総

裁

選

を

実

施

し

、

後

継

総

裁

を

選

出

す

る

。

現

在

、

与

党

が

衆

参

両

院

で

過

半

数

を

割

り

込

ん

で

お

り

、

野

党

は

候

補

を

一

本

化

で

き

れ

ば

、

政

権

交

代

も

起

こ

り

得

る

。

た

だ

、

与

党

が

衆

院

で

過

半

数

を

割

り

込

ん

だ

昨

年

の

衆

院

選

後

の

首

相

指

名

投

票

で

も

野

党

は

候

補

を

一

本

化

で

き

て

お

ら

ず

、

今

回

も

後

継

首

相

は

次

の

自

民

党

総

裁

が

就

く

こ

と

が

本

命

視

さ

れ

る

。

　

岸

田

文

雄

首

相

（

当

時

）

が

総

裁

選

に

立

候

補

せ

ず

、

石

破

新

総

裁

が

誕

生

し

た

昨

年

の

自

民

党

総

裁

選

を

振

り

返

る

と

、

９

月

�

日

に

告

示

、

９

月

�

日

に

投

開

票

で

同

日

、

石

破

氏

が

新

総

裁

に

就

い

た

。

そ

の

後

、

�

月

１

日

に

首

相

指

名

選

挙

が

行

わ

れ

、

石

破

首

相

が

誕

生

し

た

。

　

今

回

の

自

民

党

総

裁

選

は

９

月

�

日

告

示

、

�

月

４

日

投

開

票

の

予

定

。

そ

の

後

、

�

月

上

旬

に

も

新

首

相

が

選

出

さ

れ

る

見

込

み

だ

。

　

石

破

首

相

は

５

日

に

経

済

対

策

を

今

秋

に

策

定

す

る

な

ど

と

述

べ

て

い

た

が

、

辞

意

表

明

で

こ

う

し

た

動

き

は

事

実

上

ス

ト

ッ

プ

。

政

治

空

白

が

生

じ

て

い

る

。

与

党

が

物

価

高

対

策

と

し

て

参

院

選

で

公

約

に

掲

げ

た

給

付

金

の

支

給

も

実

現

へ

の

道

筋

が

不

透

明

に

な

っ

て

い

る

ほ

か

、

与

野

党

６

党

で

今

年

中

の

で

き

る

だ

け

早

い

時

期

に

実

施

す

る

と

の

合

意

が

な

さ

れ

て

い

る

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

廃

止

に

向

け

た

与

野

党

交

渉

も

行

き

詰

ま

っ

て

い

る

。

　

今

後

、

自

民

党

の

新

総

裁

が

首

相

に

就

い

た

と

し

て

も

、

引

き

続

き

厳

し

い

政

権

運

営

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

。

与

党

が

衆

参

と

も

に

過

半

数

を

割

り

込

む

中

、

野

党

の

協

力

な

く

し

て

は

予

算

案

や

法

案

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

年

末

に

向

け

て

令

和

８

年

度

予

算

案

や

税

制

改

正

大

綱

の

取

り

ま

と

め

に

向

け

た

議

論

が

加

速

す

る

中

、

ど

の

野

党

と

ど

の

よ

う

に

協

議

し

、

成

案

を

得

て

い

く

の

か

。

新

総

裁

の

力

量

が

試

さ

れ

る

。

　

デ

ジ

タ

ル

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

「

社

会

保

険

・

税

手

続

の

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

」

を

公

表

し

た

。

　

同

庁

は

、

社

会

保

険

・

税

手

続

の

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

の

一

環

と

し

て

「

企

業

保

有

情

報

の

新

し

い

提

出

方

法

」

（

認

定

ク

ラ

ウ

ド

提

出

）

の

導

入

を

進

め

て

お

り

、

そ

の

概

要

を

ま

と

め

た

も

の

。

　

認

定

ク

ラ

ウ

ド

提

出

は

、

企

業

が

法

定

調

書

な

ど

の

デ

ー

タ

を

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

に

格

納

し

、

行

政

機

関

が

必

要

な

時

に

そ

の

デ

ー

タ

を

参

照

す

る

仕

組

み

で

、

こ

れ

に

よ

り

、

企

業

の

負

担

軽

減

、

行

政

機

関

の

書

類

保

管

コ

ス

ト

低

減

、

デ

ー

タ

重

複

管

理

の

削

減

、

共

同

利

用

の

促

進

な

ど

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

。

な

お

、

認

定

ク

ラ

ウ

ド

と

は

、

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

が

国

税

庁

長

官

の

認

定

を

受

け

、

法

定

調

書

の

提

出

に

利

用

で

き

る

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

の

こ

と

で

、

令

和

７

年

６

月

�

日

現

在

で

利

用

で

き

る

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

は

、

㈱

野

村

総

合

研

究

所

の

「

ｅ

―

私

書

箱

法

定

調

書

提

出

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

」

と

㈱

Ｗ

ｏ

ｒ

ｋ

ｔ

ｈ

ｙ

の

「

法

定

調

書

ク

ラ

ウ

ド

」

の

２

社

と

な

っ

て

い

る

。

　

現

在

、

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

が

活

用

で

き

る

の

は

国

税

で

の

手

続

の

み

で

、

国

外

財

産

調

書

及

び

財

産

債

務

調

書

を

除

く

す

べ

て

の

法

定

調

書

が

対

象

だ

。

５

年

１

月

以

降

、

ク

ラ

ウ

ド

提

出

さ

れ

た

源

泉

徴

収

票

や

特

定

口

座

年

間

取

引

報

告

書

な

ど

の

法

定

調

書

の

デ

ー

タ

に

つ

い

て

、

そ

の

支

払

を

受

け

る

者

が

所

得

税

の

確

定

申

告

を

行

う

際

に

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

を

経

由

し

て

、

申

告

書

の

該

当

項

目

に

自

動

入

力

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

デ

ジ

タ

ル

庁

で

は

、

今

後

、

国

税

領

域

以

外

の

手

続

き

に

つ

い

て

も

、

対

象

拡

大

に

向

け

て

検

討

を

進

め

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

個

人

住

民

税

は

、

前

年

の

所

得

に

対

し

て

賦

課

期

日

で

あ

る

翌

年

の

１

月

１

日

に

住

所

の

あ

る

者

に

対

し

て

課

税

さ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

前

年

中

に

所

得

を

得

て

い

た

者

が

、

賦

課

期

日

後

に

出

国

し

た

場

合

は

、

国

籍

に

関

わ

ら

ず

、

賦

課

期

日

時

点

の

住

所

の

有

無

に

よ

り

納

税

義

務

は

確

定

す

る

た

め

、

出

国

し

た

場

合

に

お

い

て

も

、

そ

の

納

税

義

務

は

消

滅

し

な

い

。

　

賦

課

期

日

後

に

納

税

義

務

者

が

国

外

へ

転

出

す

る

場

合

は

、

納

税

管

理

人

に

納

付

を

委

任

す

る

こ

と

が

原

則

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

外

国

人

労

働

者

に

限

ら

ず

、

特

別

徴

収

さ

れ

て

い

る

納

税

義

務

者

が

退

職

し

、

残

税

額

が

あ

る

場

合

に

は

、

通

常

、

残

税

額

の

一

括

徴

収

、

普

通

徴

収

ま

た

は

新

た

に

給

与

の

支

払

を

す

る

者

と

な

っ

た

者

（

所

得

税

法

に

お

け

る

源

泉

徴

収

義

務

者

）

に

よ

る

特

別

徴

収

の

継

続

（

納

税

義

務

者

が

退

職

後

に

再

就

職

し

た

場

合

で

、

特

別

徴

収

の

継

続

を

申

出

た

場

合

の

み

）

に

よ

り

、

残

税

額

を

納

付

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

在

留

外

国

人

数

に

つ

い

て

は

、

近

年

増

加

傾

向

に

あ

る

。

令

和

３

年

末

は

約

２

７

６

万

人

、

４

年

末

は

約

３

０

７

万

人

、

５

年

末

は

約

３

４

１

万

人

で

、

過

去

最

高

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

総

人

口

に

占

め

る

在

留

外

国

人

の

割

合

は

、

５

年

末

で

２

・

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

総

務

省

の

今

回

の

調

査

は

、

在

留

外

国

人

数

が

増

加

傾

向

に

あ

る

中

で

、

出

国

者

に

係

る

個

人

住

民

税

に

つ

い

て

、

納

税

管

理

人

制

度

や

給

与

所

得

に

係

る

特

別

徴

収

税

額

に

係

る

一

括

徴

収

制

度

を

活

用

せ

ず

、

徴

収

が

困

難

と

な

る

課

題

が

生

じ

て

い

る

と

し

て

、

ま

ず

は

地

方

団

体

の

実

情

を

把

握

す

る

た

め

、

す

べ

て

の

市

区

町

村

を

対

象

に

実

施

し

て

い

る

。

　

主

な

調

査

項

目

は

、

出

国

者

の

個

人

住

民

税

の

滞

納

件

数

や

滞

納

税

額

の

ほ

か

、

納

税

管

理

人

制

度

の

活

用

件

数

、

給

与

所

得

に

係

る

特

別

徴

収

税

額

の

一

括

徴

収

制

度

の

活

用

件

数

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

同

検

討

会

の

令

和

元

年

度

の

報

告

書

で

は

、

こ

の

課

題

に

対

し

て

考

え

ら

れ

る

対

応

策

と

し

て

、

①

納

税

管

理

人

及

び

一

括

徴

収

の

さ

ら

な

る

推

進

、

②

納

税

意

識

の

向

上

の

た

め

の

普

及

啓

発

や

納

税

手

段

の

拡

大

、

③

納

税

の

実

効

性

の

確

保

（

繰

上

徴

収

や

予

納

）

、

④

外

国

人

労

働

者

の

出

国

予

定

日

等

の

的

確

な

把

握

等

、

⑤

現

年

課

税

化

が

示

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

厚

生

労

働

省

は

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

で

、

８

年

末

で

適

用

期

限

の

切

れ

る

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

税

制

（

医

療

費

控

除

の

特

例

）

の

拡

充

等

を

求

め

た

。

同

税

制

は

平

成

�

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

、

少

し

ず

つ

適

用

件

数

を

伸

ば

し

て

は

い

る

も

の

の

、

医

療

費

控

除

全

体

の

１

％

に

も

満

た

な

い

適

用

状

況

が

続

く

。

前

回

適

用

期

限

の

延

長

が

行

わ

れ

た

３

年

度

税

制

改

正

の

与

党

大

綱

に

「

本

制

度

の

効

果

検

証

を

行

う

た

め

、

適

切

な

指

標

を

設

定

し

た

上

で

評

価

を

行

い

、

次

の

適

用

期

限

の

到

来

時

に

そ

の

評

価

を

踏

ま

え

て

制

度

の

見

直

し

等

を

含

め

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

」

と

の

記

載

が

な

さ

れ

て

お

り

、

今

回

の

改

正

で

は

単

な

る

延

長

で

は

な

く

「

必

要

な

措

置

」

が

講

じ

ら

れ

る

見

込

み

だ

。

税務大学校公開講座の内容と講師

講座の内容 講師

フリーランスによるネットビ

ジネスをめぐる所得課税上の

留意点

税務大学校講師・明治

大学法科大学院教授

　　　　 岩﨑 政明

国外における夫婦間の多様な

財産保有形態に対する相続税

法上の取扱い

税務大学校研究部教

授

　　　　 中澤 直人

意外と知らない?!　身近な酒

税の話～酒税法の基礎的な仕

組み・最近のトピックなど～

東京国税局課税第二

部酒類業調整官

　　　　 佐藤 祐司

昭和の地租改正

～昭和１００年記念～

税務大学校租税史料

室研究調査員

　　　 吉川 紗里矢

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

９

月

下

旬

以

降

に

税

務

署

の

窓

口

で

配

付

す

る

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

の

様

式

変

更

等

を

予

定

し

て

い

る

と

発

表

し

た

。

現

行

の

Ａ

４

三

つ

折

り

サ

イ

ズ

程

度

の

複

写

式

か

ら

、

Ａ

４

サ

イ

ズ

の

単

票

式

に

変

更

す

る

と

し

て

い

る

。

　

税

務

署

の

窓

口

で

配

付

す

る

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

は

、

単

票

式

の

様

式

に

変

更

と

な

る

が

、

年

末

調

整

の

時

期

に

税

務

署

か

ら

源

泉

徴

収

義

務

者

に

送

付

す

る

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

は

、

引

き

続

き

、

複

写

式

の

様

式

の

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

現

行

様

式

の

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

は

、

�

年

９

月

頃

ま

で

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

Ａ

４

サ

イ

ズ

の

単

票

式

に

よ

る

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

の

イ

メ

ー

ジ

画

像

は

、

お

っ

て

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

お

知

ら

せ

す

る

と

し

て

い

る

。

　

記

載

内

容

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

の

識

別

に

使

用

す

る

「

整

理

番

号

（

８

桁

）

」

が

「

お

問

い

合

わ

せ

番

号

（

�

桁

）

」

に

変

わ

る

と

し

て

い

る

。

「

お

問

い

合

わ

せ

番

号

」

と

は

、

税

務

署

か

ら

送

付

す

る

文

書

と

納

税

者

情

報

と

を

紐

づ

け

る

た

め

に

シ

ス

テ

ム

で

自

動

的

に

払

い

出

さ

れ

る

番

号

で

、

税

務

署

の

窓

口

で

は

「

お

問

い

合

わ

せ

番

号

」

が

あ

ら

か

じ

め

印

字

（

現

行

の

整

理

番

号

と

同

様

に

印

字

）

さ

れ

た

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

（

納

付

書

）

が

配

付

さ

れ

る

た

め

、

納

税

者

が

記

載

す

る

必

要

は

な

い

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

　

そ

の

ほ

か

に

は

、

「

納

期

等

の

区

分

」

欄

等

に

元

号

の

記

載

欄

を

追

加

、

「

徴

収

義

務

者

」

欄

に

郵

便

番

号

及

び

フ

リ

ガ

ナ

の

記

載

欄

を

追

加

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

務

大

学

校

の

公

開

講

座

が

�

月

７

日

か

ら

�

日

ま

で

、

事

前

申

込

み

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

配

信

に

よ

り

実

施

さ

れ

る

。

　

租

税

に

関

す

る

知

識

の

普

及

等

に

寄

与

す

る

こ

と

が

目

的

。

受

講

料

は

無

料

で

、

１

講

座

当

た

り

の

時

間

は

約

�

分

ま

た

は

�

分

。

　

税

大

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

申

込

画

面

で

必

要

事

項

を

入

力

し

て

受

講

す

る

。

期

間

中

は

い

つ

で

も

受

講

可

能

。

詳

し

く

は

税

大

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

な

ど

で

。

　

今

回

は

表

の

４

講

座

を

予

定

し

て

い

る

。

　

地

方

税

共

同

機

構

は

９

日

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

地

方

税

ポ

ー

タ

ル

シ

ス

テ

ム

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

「

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｗ

ｉ

ｎ

ｄ

ｏ

ｗ

ｓ

�

、

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

　

２

０

１

６

／

２

０

１

９

及

び

Ｉ

ｎ

ｔ

ｅ

ｒ

ｎ

ｅ

ｔ

　

Ｅ

ｘ

ｐ

ｌ

ｏ

ｒ

ｅ

ｒ

の

動

作

保

証

の

終

了

と

、

今

後

の

動

作

保

証

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

た

。

　

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｗ

ｉ

ｎ

ｄ

ｏ

ｗ

ｓ

�

及

び

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

１

６

・

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

１

９

の

サ

ポ

ー

ト

が

今

年

�

月

�

日

を

も

っ

て

終

了

す

る

こ

と

に

伴

い

、

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

更

新

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

提

供

が

終

了

し

、

脆

弱

性

へ

の

対

応

が

取

ら

れ

ず

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

リ

ス

ク

が

高

ま

る

お

そ

れ

が

あ

る

。

　

こ

う

し

た

状

況

を

踏

ま

え

、

地

方

税

共

同

機

構

は

�

月

�

日

以

降

、

提

供

す

る

シ

ス

テ

ム

の

動

作

保

証

環

境

を

変

更

す

る

。

　

ま

た

、

動

作

保

証

環

境

の

変

更

に

伴

い

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

各

種

マ

ニ

ュ

ア

ル

に

つ

い

て

、

サ

ポ

ー

ト

終

了

日

の

�

月

�

日

に

更

新

を

予

定

し

て

い

る

。

　

動

作

保

証

環

境

の

変

更

内

容

の

詳

細

は

次

の

通

り

。

【

動

作

保

証

対

象

外

と

す

る

も

の

】

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｗ

ｉ

ｎ

ｄ

ｏ

ｗ

ｓ

�

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

１

６

／

２

０

１

９

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｉ

ｎ

ｔ

ｅ

ｒ

ｎ

ｅ

ｔ

Ｅ

ｘ

ｐ

ｌ

ｏ

ｒ

ｅ

ｒ

【

引

き

続

き

動

作

保

証

対

象

と

す

る

も

の

】

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｗ

ｉ

ｎ

ｄ

ｏ

ｗ

ｓ

�

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

２

１【

動

作

保

証

対

象

に

追

加

す

る

も

の

（

予

定

）

】

・

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

２

４

（

Ｐ

Ｃ

ｄ

ｅ

ｓ

ｋ

Ｎ

ｅ

ｘ

ｔ

に

係

る

デ

ー

タ

作

成

支

援

ソ

フ

ト

を

除

く

）

　

な

お

、

Ｐ

Ｃ

ｄ

ｅ

ｓ

ｋ

Ｎ

ｅ

ｘ

ｔ

に

係

る

デ

ー

タ

作

成

支

援

ソ

フ

ト

に

お

け

る

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｏ

ｆ

ｆ

ｉ

ｃ

ｅ

２

０

２

４

対

応

の

完

了

時

期

に

つ

い

て

は

、

確

定

し

次

第

改

め

て

案

内

す

る

と

し

て

い

る

。

　

令

和

６

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

で

医

療

費

控

除

を

適

用

し

た

人

は

全

体

で

７

９

６

万

９

０

０

０

人

。

こ

の

う

ち

、

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

税

制

を

適

用

し

た

人

は

５

万

３

０

０

０

人

だ

っ

た

。

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

税

制

の

利

用

者

は

こ

の

数

年

、

増

加

傾

向

に

は

あ

る

が

、

医

療

費

控

除

全

体

の

利

用

者

に

占

め

る

割

合

は

極

め

て

低

い

。

　

制

度

の

効

果

検

証

を

行

う

た

め

、

厚

労

省

は

今

年

１

月

か

ら

「

セ

ル

フ

ケ

ア

・

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

推

進

に

関

す

る

有

識

者

検

討

会

」

を

開

催

し

て

き

た

。

こ

の

中

で

同

税

制

利

用

者

と

税

制

非

利

用

者

を

マ

ッ

チ

ン

グ

し

て

レ

セ

プ

ト

情

報

か

ら

医

療

費

の

経

年

変

化

を

比

較

し

た

と

こ

ろ

、

税

制

利

用

者

で

医

療

費

が

低

い

結

果

が

得

ら

れ

た

（

６

年

度

厚

生

労

働

科

学

研

究

）

こ

と

な

ど

が

報

告

さ

れ

た

。

　

こ

う

し

た

内

容

を

踏

ま

え

て

、

同

省

は

８

年

度

税

制

改

正

要

望

で

税

制

の

恒

久

化

を

視

野

に

入

れ

た

継

続

と

と

も

に

、

対

象

医

薬

品

の

範

囲

の

拡

大

と

所

得

控

除

額

の

算

定

方

法

の

見

直

し

を

求

め

た

。

現

在

、

同

税

制

の

控

除

額

は

対

象

医

薬

品

の

購

入

額

の

合

計

額

か

ら

１

万

２

０

０

０

円

を

差

し

引

い

た

金

額

（

上

限

８

万

８

０

０

０

円

）

と

な

っ

て

い

る

が

、

購

入

費

か

ら

差

し

引

く

額

を

１

万

２

０

０

０

円

か

ら

０

円

に

引

き

下

げ

る

と

と

も

に

、

上

限

額

を

８

万

８

０

０

０

円

か

ら

�

万

円

に

引

き

上

げ

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

そ

の

上

で

、

少

額

還

付

を

回

避

す

る

た

め

、

対

象

医

薬

品

の

購

入

費

の

合

計

額

が

１

万

２

０

０

０

円

以

下

の

場

合

は

税

制

の

対

象

外

と

す

る

と

し

て

い

る

。

　

所

得

控

除

額

の

算

定

方

法

の

見

直

し

要

望

に

つ

い

て

は

、

前

回

３

年

度

税

制

改

正

時

の

要

望

で

控

除

上

限

額

を

�

万

円

と

す

る

こ

と

を

求

め

た

の

を

今

回

は

�

万

円

と

し

た

の

を

除

き

、

同

様

の

内

容

と

な

る

。

　

な

お

、

同

税

制

は

５

月

�

日

の

政

府

税

制

調

査

会

・

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

専

門

家

会

合

で

も

取

り

上

げ

ら

れ

た

が

、

委

員

か

ら

国

全

体

の

医

療

費

な

ど

の

抑

制

を

念

頭

に

「

少

額

で

煩

雑

な

こ

う

い

う

税

制

よ

り

も

（

中

略

）

、

Ｏ

Ｔ

Ｃ

類

似

薬

の

健

康

保

険

の

適

用

除

外

と

い

う

政

策

の

方

が

は

る

か

に

有

効

で

は

な

い

の

か

」

と

す

る

意

見

が

あ

っ

た

。

　

同

税

制

の

利

用

は

低

迷

し

て

お

り

、

今

の

ま

ま

で

は

、

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

推

進

に

も

医

療

費

の

抑

制

に

も

大

き

な

効

果

は

期

待

で

き

な

い

。

税

制

を

継

続

さ

せ

る

の

で

あ

れ

ば

、

よ

り

多

く

の

人

に

使

わ

れ

る

仕

組

み

と

す

る

こ

と

が

必

要

に

な

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



・

今

年

は

昭

和

１

０

０

年

、

終

戦

（

太

平

洋

戦

争

）

�

年

目

に

な

る

。

明

治

維

新

が

１

８

６

８

年

、

終

戦

が

１

９

４

５

年

で

あ

る

か

ら

戦

後

は

戦

前

の

年

数

を

超

え

た

。

戦

前

は

日

清

、

日

露

、

日

中

、

太

平

洋

戦

争

と

戦

争

を

続

け

、

領

土

拡

大

、

先

進

列

強

国

に

並

ぶ

こ

と

を

目

指

し

た

時

代

で

あ

っ

た

。

敗

戦

で

わ

が

国

の

領

土

は

日

本

列

島

の

み

と

な

っ

た

が

、

戦

後

は

平

和

と

経

済

成

長

を

第

一

と

し

て

、

戦

争

は

し

な

か

っ

た

。

平

和

が

続

い

た

こ

と

は

喜

ぶ

べ

き

こ

と

で

あ

る

が

、

戦

争

の

存

在

を

忘

れ

て

は

な

ら

な

い

。

ロ

シ

ア

に

侵

攻

さ

れ

戦

う

ウ

ク

ラ

イ

ナ

の

現

実

を

忘

れ

て

は

な

る

ま

い

。

平

和

の

維

持

に

は

、

国

民

の

覚

悟

と

努

力

、

備

え

が

必

要

で

あ

る

。

・

８

月

�

日

は

日

本

の

終

戦

記

念

日

（

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

受

諾

無

条

件

降

伏

、

昭

和

天

皇

玉

音

放

送

の

日

）

で

あ

る

が

、

中

国

で

は

９

月

３

日

を

対

日

戦

争

勝

利

記

念

日

（

９

月

２

日

　

米

艦

ミ

ズ

リ

ー

号

上

で

日

本

は

降

伏

文

書

署

名

）

と

す

る

。

今

年

は

、

習

近

平

主

席

は

プ

ー

チ

ン

露

大

統

領

、

北

朝

鮮

の

金

正

恩

総

書

記

な

ど

反

西

側

勢

力

の

代

表

達

を

招

い

て

大

規

模

な

軍

事

パ

レ

ー

ド

や

会

合

で

勢

力

を

顕

示

、

２

０

２

７

年

の

台

湾

侵

攻

も

噂

さ

れ

、

尖

閣

諸

島

周

辺

へ

の

中

国

軍

接

近

も

報

道

さ

れ

る

。

北

朝

鮮

の

核

兵

器

の

問

題

も

あ

る

。

　

経

済

力

、

軍

事

力

世

界

一

の

米

国

は

ア

メ

リ

カ

フ

ァ

ー

ス

ト

を

唱

え

る

ト

ラ

ン

プ

大

統

領

再

登

場

で

覇

権

国

家

か

ら

自

国

利

益

最

優

先

の

独

裁

国

家

に

変

貌

し

た

。

こ

れ

ま

で

の

諸

国

と

の

関

係

を

ア

メ

リ

カ

フ

ァ

ー

ス

ト

の

視

点

か

ら

一

方

的

に

変

更

、

関

税

引

き

上

げ

（

影

響

は

こ

れ

か

ら

現

実

化

）

、

安

全

保

障

に

つ

い

て

西

側

諸

国

の

負

担

増

、

米

国

経

済

へ

の

巨

額

の

投

資

な

ど

を

強

要

し

て

い

る

。

　

海

に

囲

ま

れ

、

資

源

少

国

で

、

多

く

の

物

資

を

輸

入

に

頼

ら

ざ

る

を

得

な

い

わ

が

国

は

経

済

を

含

め

た

安

全

保

障

に

最

大

の

努

力

と

配

慮

、

コ

ス

ト

を

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

状

況

に

あ

る

。

・

昨

秋

の

衆

議

院

議

員

選

、

次

い

で

今

年

７

月

の

参

議

院

議

員

選

で

与

党

・

自

民

党

の

議

席

は

過

半

数

割

れ

と

な

り

、

少

数

与

党

に

転

落

し

た

。

こ

れ

か

ら

は

与

党

の

政

策

の

国

会

通

過

、

成

立

は

一

層

難

し

い

局

面

が

著

増

す

る

。

そ

し

て

、

選

挙

敗

北

を

巡

る

石

破

総

裁

の

責

任

が

自

民

党

内

で

問

わ

れ

て

い

た

。

先

月

末

の

党

内

の

選

挙

総

括

で

「

解

党

的

出

直

し

が

必

要

」

と

結

論

さ

れ

、

党

内

の

流

れ

を

見

て

、

９

月

７

日

石

破

総

裁

は

辞

任

表

明

、

新

た

な

総

裁

選

出

が

行

わ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

誰

が

新

総

裁

に

選

出

さ

れ

る

か

、

そ

し

て

、

解

党

的

出

直

し

、

政

治

ス

タ

ン

ス

が

注

目

さ

れ

る

。

・

国

際

情

勢

へ

の

対

応

と

と

も

に

、

国

内

に

は

、

少

子

高

齢

化

・

人

口

減

少

、

成

長

鈍

化

、

物

価

高

対

策

、

米

問

題

、

巨

額

の

財

政

赤

字

な

ど

解

決

を

要

す

る

重

要

問

題

が

顕

在

化

し

て

い

る

。

政

治

が

こ

う

し

た

問

題

に

現

実

的

な

対

応

の

途

を

示

し

、

実

行

す

る

こ

と

を

国

民

は

望

ん

で

い

る

。

そ

れ

が

自

民

党

再

生

の

途

で

あ

ろ

う

。

今

の

野

党

に

そ

の

力

が

あ

る

と

は

思

え

な

い

。

（

匡

）

　

厚

生

労

働

省

は

５

日

、

全

都

道

府

県

で

地

域

別

最

低

賃

金

の

答

申

が

な

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

て

、

令

和

７

年

度

の

地

域

別

最

低

賃

金

の

改

定

額

を

公

表

し

た

。

国

の

中

央

最

低

賃

金

審

議

会

が

示

し

た

全

国

加

重

平

均

の

上

昇

額

の

目

安

�

円

（

�

都

道

府

県

で

�

円

、

�

県

�

円

）

を

上

回

る

引

上

げ

が

�

道

府

県

で

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

り

、

全

国

加

重

平

均

額

は

�

円

引

上

げ

の

１

１

２

１

円

と

な

る

。

引

上

げ

幅

は

昭

和

�

年

度

に

現

在

の

目

安

制

度

が

始

ま

っ

て

以

来

の

最

高

額

。

他

方

で

最

低

賃

金

は

例

年

、

日

に

ち

に

バ

ラ

つ

き

は

あ

っ

て

も

ほ

ぼ

�

月

中

に

引

き

上

げ

ら

れ

て

い

た

が

、

今

年

度

は

�

月

や

�

月

、

最

も

遅

い

と

こ

ろ

で

は

８

年

３

月

�

日

と

し

て

い

る

県

も

あ

り

、

異

例

の

展

開

と

な

っ

て

い

る

。

　

各

都

道

府

県

の

答

申

を

受

け

た

最

低

賃

金

の

引

上

げ

幅

が

最

も

大

き

か

っ

た

の

が

熊

本

の

�

円

、

こ

れ

に

大

分

�

円

、

秋

田

の

�

円

、

岩

手

の

�

円

、

福

島

、

群

馬

、

長

崎

の

�

円

が

続

き

、

�

円

以

上

の

県

が

�

県

に

及

ん

だ

。

改

定

後

の

最

低

賃

金

の

最

高

額

は

東

京

の

１

２

２

６

円

、

最

低

額

は

高

知

、

宮

崎

、

沖

縄

の

１

０

２

３

円

と

な

る

。

最

高

額

に

対

す

る

最

低

額

の

比

率

は

�

・

４

％

で

、

同

比

率

は

�

年

連

続

の

改

善

と

な

っ

た

。

　

最

低

賃

金

の

引

上

げ

は

労

働

者

に

と

っ

て

は

収

入

の

上

昇

に

つ

な

が

る

一

方

、

経

営

側

に

と

っ

て

は

経

営

を

圧

迫

す

る

要

因

と

な

る

。

経

営

側

に

配

慮

す

る

意

味

も

あ

っ

て

か

、

今

年

度

は

最

低

賃

金

の

引

上

げ

予

定

日

を

遅

ら

せ

る

県

が

目

立

つ

。

　

昨

年

度

は

引

上

げ

幅

が

�

円

で

全

国

最

高

だ

っ

た

徳

島

が

�

月

１

日

だ

っ

た

の

を

除

き

、

他

の

す

べ

て

で

�

月

中

に

引

上

げ

が

行

わ

れ

た

も

の

の

、

今

年

度

は

�

月

中

の

引

上

げ

を

予

定

し

て

い

る

の

は

全

体

の

半

分

以

下

の

�

都

道

府

県

に

す

ぎ

ず

、

�

月

中

を

予

定

し

て

い

る

の

が

�

府

県

、

�

月

中

を

予

定

し

て

い

る

の

が

８

県

、

８

年

１

月

中

を

予

定

し

て

い

る

の

が

４

県

、

同

３

月

中

を

予

定

し

て

い

る

の

が

２

県

と

な

っ

て

い

る

。

全

般

的

に

引

上

げ

幅

が

大

き

い

県

が

予

定

日

を

遅

ら

せ

る

傾

向

に

あ

る

。

　

ま

た

、

政

府

は

５

日

、

最

低

賃

金

の

引

上

げ

に

対

応

す

る

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

に

対

し

、

当

面

の

措

置

と

し

て

①

業

務

改

善

助

成

金

、

②

も

の

づ

く

り

補

助

金

、

③

Ｉ

Ｔ

導

入

補

助

金

、

④

中

小

企

業

省

力

化

投

資

補

助

金

（

一

般

型

）

に

つ

い

て

、

対

象

の

拡

大

、

要

件

緩

和

等

の

措

置

を

講

じ

る

と

発

表

し

た

。

　

こ

の

う

ち

、

①

は

事

業

場

内

最

低

賃

金

を

引

き

上

げ

て

設

備

投

資

等

を

行

う

中

小

企

業

に

対

し

、

そ

の

費

用

の

一

部

を

助

成

す

る

業

務

改

善

助

成

金

の

対

象

事

業

所

の

範

囲

を

拡

充

す

る

と

と

も

に

、

申

請

手

続

き

を

簡

略

化

。

９

月

５

日

か

ら

今

年

度

の

各

地

域

の

最

低

賃

金

改

定

日

の

前

日

ま

で

に

賃

金

引

上

げ

を

実

施

し

て

い

れ

ば

賃

金

引

上

げ

計

画

の

提

出

を

事

前

不

要

と

す

る

。

　

日

本

商

工

会

議

所

と

東

京

商

工

会

議

所

（

と

も

に

小

林

健

会

頭

）

は

９

日

、

「

中

小

企

業

に

お

け

る

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

等

に

関

す

る

実

態

調

査

」

の

結

果

を

公

表

し

た

。

　

同

調

査

は

、

令

和

５

年

�

月

に

消

費

税

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

始

ま

っ

た

こ

と

を

受

け

、

事

業

者

の

対

応

状

況

や

負

担

の

状

況

、

各

種

負

担

軽

減

措

置

の

効

果

等

と

、

あ

わ

せ

て

経

理

事

務

等

の

バ

ッ

ク

オ

フ

ィ

ス

業

務

の

状

況

等

に

つ

い

て

調

査

し

た

も

の

。

　

同

調

査

に

よ

る

と

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

を

機

に

、

免

税

事

業

者

（

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｂ

中

心

）

の

�

・

６

％

が

イ

ン

ボ

イ

ス

登

録

を

実

施

し

て

い

る

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

に

よ

り

、

課

税

転

換

（

イ

ン

ボ

イ

ス

登

録

）

し

た

こ

と

を

契

機

に

価

格

交

渉

を

行

っ

た

事

業

者

は

�

・

２

％

、

そ

の

う

ち

�

・

９

％

が

値

上

げ

を

実

現

し

て

い

る

。

他

方

、

価

格

交

渉

を

行

わ

な

か

っ

た

事

業

者

は

�

・

８

％

で

、

主

な

理

由

は

、

「

受

注

先

・

販

売

先

か

ら

の

価

格

交

渉

の

提

案

等

が

な

か

っ

た

か

ら

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

を

導

入

し

た

こ

と

で

、

�

・

８

％

の

事

業

者

が

コ

ス

ト

増

を

感

じ

て

い

る

と

回

答

し

、

事

務

負

担

の

増

加

を

感

じ

て

い

る

事

業

者

は

�

・

４

％

に

上

る

。

　

ま

た

、

課

税

転

換

（

イ

ン

ボ

イ

ス

登

録

）

し

た

事

業

者

の

�

・

６

％

が

「

２

割

特

例

」

を

適

用

、

そ

の

う

ち

�

・

０

％

が

初

め

て

の

申

告

を

ス

ム

ー

ズ

に

実

施

し

た

と

回

答

し

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

後

も

、

免

税

事

業

者

か

ら

仕

入

等

を

行

う

本

則

課

税

事

業

者

は

�

・

７

％

で

、

そ

の

う

ち

仕

入

額

が

１

０

０

万

円

以

上

は

�

・

６

％

だ

っ

た

。

　

今

後

、

免

税

事

業

者

と

の

取

引

価

格

や

仕

入

先

の

見

直

し

を

行

う

本

則

課

税

事

業

者

は

�

・

３

％

、

他

方

、

価

格

を

維

持

し

た

ま

ま

取

引

を

継

続

す

る

本

則

課

税

事

業

者

は

�

・

５

％

で

、

そ

の

理

由

は

、

「

代

替

と

な

る

取

引

先

が

な

い

」

（

�

・

６

％

）

の

ほ

か

、

「

地

域

貢

献

等

の

観

点

か

ら

小

規

模

事

業

者

を

応

援

し

た

い

」

（

�

・

８

％

）

と

い

っ

た

回

答

も

あ

っ

た

。

　

な

お

、

同

調

査

は

、

各

地

商

工

会

議

所

の

会

員

企

業

を

対

象

に

、

６

月

�

日

か

ら

７

月

�

日

に

か

け

て

行

い

、

回

答

事

業

者

数

は

２

７

１

０

者

と

な

っ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　今回は、法人住民税についてです。

　法人住民税は、均等割と法人税割とか

らなっていて、法人税割は、原則として、

法人税額を課税標準としていますから、

実務上それほど困難な事例に当たること

はありません。ただ、外国税額控除など

国外の所得に係る税額控除額、国策とし

て位置づけられる税額控除額及び中小企

業以外の企業に係る税額控除などはその

適用前の法人税額が課税標準となりま

す。

　法人住民税は、法人事業税と同様に、

国内所得に対して課せられる税金である

ことと、国の施策であって地方団体にそ

れほど影響が行き渡らないものなどは、

当該税額控除前の法人税額が課税標準と

なります。

　均等割については、次に掲げるような

点についての疑義を頻繁に受けます。

　⑴均等割課税について個人住民税との

違い

　個人の均等割においては、住所を有す

る市町村以外の市町村に事務所、事業所

又は家屋敷を有する個人は、当該事務所

等を有する市町村においてもその市町村

ごとに道府県民税の均等割の納税義務を

有する（地法�⑦）ものですが、法人に

あっては、２以上の市町村において事務

所又は事業所を有する場合においても、

同一道府県に対しては、常に１の納税義

務を有するにとどまるものであることに

留意が必要です（県取扱通知２－４）。

　⑵均等割額の月割

　均等割の額は、当該均等割の額に、課

税標準の算定期間中において事務所、事

業所又は寮等を有していた月数を乗じて

得た額を�で除して算定するものとする

とされており、この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないとき

は１月とし、１月に満たない端数を生じ

たときは切り捨てることとされています

（地法�③、３１２④）。

　ここで、よく質問されるのは、例えば

２月決算法人で３月１日に事務所を新設

した場合、翌年２月までにおける月数は、

�月なのか�月なのかという疑義です。

　民法の規定により、初日不算入だと�

月になるところですが、事実説に基づい

て�月とされています。

　すなわち、この点については、法人市

町村民税均等割は、法人の事務所等が所

在する市町村とその法人との応益関係に

着目し、その法人が法人税額の課税標準

の算定期間（事業年度）中において事務

所等を有していた月数に応じて課税され

るものですが、この場合、地方税法３１２

条４項の事務所等を有していた月数の計

算は、法人がその事業所等を市町村内に

実際に有していた月数を計算するもので

あり、その基準はその有しているかどう

か（例えば、事務所の開設の日に所在し

ていたかどうか）の事実関係によるもの

とされています。

　したがって、この月数は、地方税法�

条の５第１項（期間の計算）の規定が適

用される「期間」ではないので、民法１４

０条（期間の起算点）に定める初日不算

入の規定は適用されないものです。

　

あ

る

町

が

、

「

国

民

健

康

保

険

料

」

を

「

国

民

健

康

保

険

税

」

に

改

名

し

た

と

こ

ろ

、

途

端

に

納

付

率

が

低

下

し

た

た

め

、

当

局

は

、

あ

わ

て

て

「

国

民

健

康

保

険

料

」

に

戻

し

て

事

な

き

を

得

た

と

い

う

話

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

国

民

の

間

に

あ

る

、

社

会

保

険

料

は

医

療

費

や

年

金

の

よ

う

に

「

給

付

」

と

い

う

形

で

戻

っ

て

く

る

が

、

税

金

は

取

ら

れ

っ

放

し

で

戻

っ

て

こ

な

い

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

の

違

い

が

影

響

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

　

そ

の

た

め

、

か

つ

て

社

会

保

険

料

の

徴

収

を

司

っ

て

い

た

社

会

保

険

庁

及

び

社

会

保

険

事

務

所

と

税

金

の

徴

収

を

司

る

国

税

庁

及

び

税

務

署

と

で

は

、

国

民

の

イ

メ

ー

ジ

に

相

当

の

違

い

が

あ

り

、

筆

者

も

、

国

税

庁

勤

務

時

代

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

の

違

い

を

実

感

し

、

た

び

た

び

苦

笑

さ

せ

ら

れ

た

こ

と

は

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

社

会

保

険

料

が

納

め

て

も

ら

い

や

す

い

こ

と

も

あ

っ

て

か

、

あ

る

い

は

国

民

の

間

に

納

付

す

る

こ

と

に

抵

抗

感

が

少

な

い

こ

と

も

あ

っ

て

か

、

社

会

保

険

料

の

負

担

が

急

増

し

て

お

り

、

こ

の

�

年

間

に

、

国

民

の

収

入

に

対

す

る

社

会

保

険

料

の

負

担

割

合

は

７

％

か

ら

�

％

に

増

加

し

て

い

る

。

こ

の

間

、

所

得

税

の

税

収

に

大

差

が

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

い

か

に

社

会

保

険

料

が

増

加

し

て

い

る

か

が

分

か

る

は

ず

で

あ

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

社

会

保

険

料

は

、

本

当

に

「

給

付

」

の

形

で

戻

っ

て

く

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

こ

れ

も

、

単

な

る

イ

メ

ー

ジ

に

過

ぎ

な

い

よ

う

で

あ

る

。

筆

者

の

場

合

、

後

期

高

齢

者

に

な

っ

て

、

健

康

保

険

料

が

激

増

し

、

現

役

時

代

に

比

し

年

収

は

減

少

し

て

も

負

担

額

は

３

倍

程

度

に

な

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

介

護

保

険

料

に

至

っ

て

は

、

１

円

の

給

付

も

受

け

て

い

な

い

が

、

す

で

に

数

百

万

円

の

保

険

料

を

支

払

っ

て

い

る

。

時

々

、

病

院

の

窓

口

で

３

割

負

担

の

医

療

費

を

払

っ

て

い

る

が

、

そ

の

都

度

、

保

険

制

度

が

な

く

３

倍

の

医

療

費

を

支

払

っ

た

方

が

、

は

る

か

に

得

で

あ

る

こ

と

を

実

感

し

て

い

る

。

し

か

も

、

こ

の

よ

う

な

負

担

の

法

的

根

拠

も

明

ら

か

で

は

な

い

。

　

こ

の

よ

う

な

制

度

は

、

「

高

齢

者

の

医

療

費

等

が

増

大

し

て

い

る

か

ら

、

同

じ

高

齢

者

同

士

で

負

担

す

べ

き

で

あ

る

」

と

い

う

論

理

に

も

よ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

「

所

得

の

あ

る

人

が

多

く

負

担

す

る

の

は

当

た

り

前

で

あ

る

」

と

い

う

論

理

に

よ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

そ

こ

に

は

、

「

社

会

保

険

料

は

給

付

の

形

で

戻

っ

て

く

る

」

と

い

う

論

理

で

は

な

く

、

応

能

原

則

に

基

づ

く

税

金

の

論

理

そ

の

も

の

が

ま

か

り

通

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

最

近

、

我

が

国

の

医

療

技

術

が

高

度

で

比

較

的

医

療

費

も

安

い

と

い

う

こ

と

で

、

そ

の

サ

ー

ビ

ス

を

求

め

て

外

国

人

が

来

日

す

る

場

合

も

多

い

と

い

う

。

そ

の

場

合

、

彼

ら

が

そ

の

医

療

サ

ー

ビ

ス

に

見

合

っ

て

治

療

費

を

支

払

っ

て

い

る

と

は

考

え

ら

れ

な

い

（

高

度

な

医

療

サ

ー

ビ

ス

は

、

日

本

国

民

の

負

担

に

よ

っ

て

構

築

さ

れ

た

は

ず

で

あ

る

）

。

そ

の

上

、

労

働

力

不

足

を

補

う

た

め

移

民

も

急

増

し

て

い

る

が

、

彼

ら

の

保

険

料

の

納

付

率

が

極

め

て

低

い

と

い

う

。

そ

の

こ

と

に

、

社

会

保

険

庁

や

市

町

村

が

有

効

な

手

段

を

講

じ

て

い

る

よ

う

に

も

思

わ

れ

な

い

。

　

こ

の

よ

う

に

、

社

会

保

険

料

と

社

会

保

険

制

度

に

つ

い

て

は

、

種

々

の

矛

盾

と

問

題

が

露

呈

し

て

い

る

。

し

か

も

、

社

会

保

険

料

の

納

付

に

つ

い

て

は

、

納

付

し

な

く

て

も

厳

し

く

取

り

立

て

ら

れ

る

こ

と

が

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

放

置

さ

れ

て

い

る

き

ら

い

が

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

筆

者

が

税

務

署

長

時

代

、

市

町

村

の

税

務

担

当

職

員

か

ら

、

「

我

々

は

、

昨

日

ま

で

生

活

保

護

等

の

給

付

の

仕

事

を

担

当

し

、

今

日

か

ら

税

務

担

当

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

差

し

押

さ

え

を

し

て

税

金

を

取

り

立

て

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

だ

か

ら

、

税

金

の

取

り

立

て

な

ど

の

厳

し

い

仕

事

は

税

務

署

に

お

願

い

し

た

い

」

と

聞

か

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

こ

れ

な

ど

は

、

「

給

付

」

と

「

徴

収

」

が

同

じ

役

所

で

行

わ

れ

る

こ

と

の

難

し

さ

を

語

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

の

こ

と

を

つ

ら

つ

ら

考

え

て

み

る

に

、

今

ま

で

は

国

民

の

抵

抗

感

が

少

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

社

会

保

険

料

の

負

担

を

増

加

さ

せ

て

き

た

が

、

そ

れ

は

す

で

に

限

界

を

超

え

て

お

り

、

国

民

の

間

に

、

制

度

面

で

も

、

納

付

（

徴

収

）

面

で

も

、

実

質

的

な

不

平

等

が

広

ま

っ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

こ

の

点

、

税

金

に

つ

い

て

は

、

厳

格

な

租

税

法

律

主

義

の

下

で

、

租

税

の

賦

課

・

徴

収

が

法

令

で

明

確

に

定

め

ら

れ

て

い

る

し

、

税

務

官

庁

に

は

、

そ

の

法

令

ど

お

り

に

賦

課

・

徴

収

が

強

制

さ

れ

て

い

る

。

　

も

っ

と

も

、

こ

の

よ

う

な

厳

し

い

現

実

と

税

務

官

庁

の

姿

勢

が

、

国

民

側

か

ら

す

る

と

、

「

税

金

嫌

い

」

、

「

税

務

署

嫌

い

」

を

惹

起

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

ろ

う

が

、

そ

の

こ

と

が

、

国

民

の

間

に

、

給

付

と

負

担

に

つ

い

て

、

真

の

平

等

を

保

障

す

る

こ

と

に

な

る

こ

と

を

銘

記

す

る

べ

き

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

令

和

７

年

税

制

改

正

で

は

、

個

人

所

得

課

税

に

関

し

、

「

基

礎

控

除

・

給

与

所

得

控

除

の

見

直

し

」

な

ど

、

法

人

課

税

に

関

し

、

「

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

見

直

し

」

な

ど

、

国

際

課

税

に

関

し

、

「

国

際

最

低

課

税

残

余

額

に

対

す

る

法

人

税

等

の

創

設

」

な

ど

、

社

会

情

勢

及

び

経

済

状

況

に

対

応

す

べ

き

税

制

の

改

正

と

創

設

が

行

わ

れ

た

。

　

本

書

は

、

「

税

目

別

　

実

務

上

誤

り

が

多

い

事

例

と

判

断

に

迷

う

事

例

Ｑ

＆

Ａ

（

新

訂

版

）

」

（

令

和

２

年

８

月

刊

）

等

に

新

た

な

事

例

を

加

え

、

所

得

税

、

源

泉

所

得

税

、

法

人

税

及

び

消

費

税

を

中

心

と

し

て

実

務

上

の

取

扱

い

を

検

討

す

る

際

の

参

考

と

な

る

基

本

的

な

事

例

、

判

断

に

迷

う

事

例

を

Ｑ

＆

Ａ

方

式

に

よ

り

解

説

し

、

実

務

上

必

須

の

事

例

集

と

す

べ

く

執

筆

し

た

も

の

。

　

内

容

の

一

部

で

は

、

所

得

税

に

つ

い

て

は

所

得

区

分

、

源

泉

所

得

税

に

つ

い

て

は

外

国

法

人

に

対

し

支

払

う

使

用

料

に

関

す

る

課

税

上

の

具

体

的

な

取

扱

い

事

例

、

法

人

税

に

関

し

て

は

役

員

に

対

す

る

給

与

か

ら

移

転

価

格

に

関

連

す

る

ト

ピ

ッ

ク

、

消

費

税

に

つ

い

て

は

実

務

上

留

意

す

べ

き

取

扱

い

な

ど

も

取

り

上

げ

て

い

る

。

　

Ａ

４

判

、

４

２

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

８

６

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

正

式

な

調

査

結

果

の

内

容

の

説

明

の

前

に

新

規

雇

用

明

細

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

り

、

中

小

企

業

明

細

書

が

新

規

雇

用

明

細

書

に

差

し

替

え

ら

れ

る

と

の

主

張

を

認

め

な

か

っ

た

事

例

。

　

請

求

人

が

、

法

人

税

の

確

定

申

告

書

に

中

小

企

業

者

等

の

給

与

等

の

支

給

額

が

増

加

し

た

場

合

の

法

人

税

額

の

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

を

添

付

し

て

申

告

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

請

求

人

は

中

小

企

業

者

に

該

当

し

な

い

こ

と

か

ら

、

当

該

特

別

控

除

を

適

用

す

る

こ

と

は

認

め

ら

れ

な

い

旨

の

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

に

対

し

、

請

求

人

が

、

国

内

新

規

雇

用

者

に

対

す

る

給

与

等

の

支

給

額

が

増

加

し

た

場

合

の

法

人

税

額

の

特

別

控

除

の

適

用

要

件

を

満

た

し

て

い

る

な

ど

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

６

年

８

月

６

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

主

に

不

動

産

売

買

、

仲

介

業

を

営

む

資

本

金

１

０

０

０

万

円

の

法

人

で

あ

り

、

○

○

が

、

請

求

人

の

発

行

済

株

式

の

全

部

を

保

有

し

て

い

る

。

　

な

お

、

〇

〇

は

、

資

本

金

１

億

円

超

の

法

人

で

あ

り

、

租

税

特

別

措

置

法

施

行

令

に

規

定

す

る

大

規

模

法

人

に

該

当

す

る

。

　

請

求

人

は

、

令

和

３

年

�

月

１

日

か

ら

４

年

９

月

�

日

ま

で

の

事

業

年

度

（

本

件

事

業

年

度

）

の

法

人

税

に

つ

い

て

、

青

色

の

確

定

申

告

書

に

記

載

し

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

（

本

件

確

定

申

告

書

）

。

　

本

件

確

定

申

告

書

に

は

、

中

小

企

業

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

で

あ

る

「

中

小

企

業

者

等

の

給

与

等

の

支

給

額

が

増

加

し

た

場

合

の

法

人

税

額

の

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

」

（

本

件

中

小

企

業

明

細

書

）

が

添

付

さ

れ

て

い

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

（

本

件

調

査

担

当

職

員

）

は

、

５

年

４

月

�

日

に

実

地

の

調

査

（

本

件

実

地

調

査

）

に

着

手

し

、

請

求

人

の

本

社

建

物

に

臨

場

し

た

。

　

本

件

実

地

調

査

の

冒

頭

、

本

件

調

査

担

当

職

員

は

、

請

求

人

の

税

務

代

理

を

務

め

る

税

理

士

等

に

対

し

、

請

求

人

は

中

小

企

業

者

に

該

当

せ

ず

、

中

小

企

業

特

別

控

除

は

適

用

で

き

な

い

旨

述

べ

た

。

　

請

求

人

は

、

５

年

４

月

�

日

付

で

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

で

あ

る

法

人

税

法

施

行

規

則

別

表

６

（

�

）

「

国

内

新

規

雇

用

者

に

対

す

る

給

与

等

の

支

給

額

が

増

加

し

た

場

合

の

法

人

税

額

の

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

」

（

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

）

を

原

処

分

庁

宛

て

に

郵

送

し

、

原

処

分

庁

は

、

こ

れ

を

同

月

�

日

に

収

受

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

資

本

金

の

額

が

１

億

円

超

の

同

一

の

大

規

模

法

人

が

請

求

人

の

発

行

済

株

式

の

全

部

を

保

有

し

て

い

る

た

め

、

請

求

人

は

中

小

企

業

者

に

は

該

当

せ

ず

、

中

小

企

業

特

別

控

除

を

適

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

本

件

各

更

正

処

分

等

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

事

業

年

度

の

法

人

税

の

確

定

申

告

に

お

い

て

、

中

小

企

業

特

別

控

除

の

適

用

が

受

け

ら

れ

な

い

こ

と

は

認

め

る

も

の

の

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

要

件

を

満

た

し

て

い

る

と

し

て

、

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

請

求

人

は

、

本

件

実

地

調

査

の

際

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

り

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

要

件

を

充

足

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

請

求

人

は

本

件

事

業

年

度

に

お

い

て

措

置

法

第

�

条

の

�

の

５

第

１

項

の

要

件

を

満

た

し

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

つ

も

り

で

あ

っ

た

。

　

し

か

し

、

誤

っ

て

本

件

確

定

申

告

書

に

本

件

中

小

企

業

明

細

書

を

添

付

し

て

し

ま

っ

た

も

の

で

あ

り

、

中

小

企

業

特

別

控

除

で

あ

っ

て

も

新

規

雇

用

特

別

控

除

で

あ

っ

て

も

特

別

控

除

の

額

は

同

じ

で

あ

る

。

　

上

記

の

事

情

を

踏

ま

え

れ

ば

、

請

求

人

が

、

正

式

な

調

査

結

果

の

内

容

の

説

明

の

前

で

あ

る

本

件

実

地

調

査

の

着

手

日

の

翌

日

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

り

、

本

件

中

小

企

業

明

細

書

は

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

に

差

し

替

え

ら

れ

、

請

求

人

は

、

本

件

確

定

申

告

書

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

添

付

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

要

件

を

充

足

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

明

細

書

添

付

要

件

を

充

足

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

本

件

確

定

申

告

書

に

添

付

さ

れ

た

本

件

中

小

企

業

明

細

書

に

は

、

中

小

企

業

特

別

控

除

に

係

る

記

載

は

さ

れ

て

い

る

が

、

措

置

法

第

�

条

の

�

の

５

第

５

項

に

規

定

す

る

控

除

対

象

新

規

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

お

よ

び

控

除

を

受

け

る

金

額

の

計

算

に

関

す

る

明

細

は

記

載

さ

れ

て

お

ら

ず

、

同

項

に

規

定

す

る

書

類

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

　

請

求

人

は

、

明

細

書

添

付

要

件

を

充

足

せ

ず

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

は

、

正

式

な

調

査

結

果

の

内

容

の

説

明

の

前

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

り

、

本

件

中

小

企

業

明

細

書

は

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

に

差

し

替

え

ら

れ

、

請

求

人

は

本

件

確

定

申

告

書

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

添

付

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

旨

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

明

細

書

添

付

要

件

を

充

足

す

る

必

要

が

あ

り

、

確

定

申

告

書

等

に

措

置

法

第

�

条

の

�

の

５

第

５

項

に

規

定

す

る

明

細

書

を

添

付

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

そ

し

て

、

調

査

結

果

の

内

容

の

説

明

前

で

あ

れ

ば

、

法

人

税

の

法

定

申

告

期

限

後

に

提

出

さ

れ

た

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

、

本

件

確

定

申

告

書

に

添

付

さ

れ

た

本

件

中

小

企

業

明

細

書

と

差

し

替

え

る

こ

と

が

で

き

る

旨

の

法

令

の

規

定

は

な

く

、

請

求

人

の

主

張

を

採

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

以

上

の

と

お

り

、

請

求

人

が

本

件

実

地

調

査

の

際

に

本

件

新

規

雇

用

明

細

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

新

規

雇

用

特

別

控

除

の

適

用

要

件

を

充

足

し

た

と

は

い

え

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　おひとりさまの相続では、親族や知

人に財産を遺贈したいと考えるケース

もあります。しかし、安易に遺贈する

と、遺贈を受けた方（受遺者）に思わ

ぬ相続税負担が生じます。本稿では、

相続人以外に遺贈した場合の相続税計

算と留意点について解説します。

１．相談事例

　相談者である奥様（�代）は、夫に

先立たれ、独身で障害を抱える一人娘

と同居しています。将来、おひとりさ

まとなる娘の生活に不安があるため、

娘の面倒を見てもらうことを期待し

て、姪に自宅を含む複数の不動産を特

定遺贈（特定の財産を指定して遺贈す

ること）し、亡き後には娘と同居して

ほしいとお考えでした。

２．遺贈の場合の相続税の計算方法

　相続人以外への遺贈でも、相続税の

計算の流れは通常の相続と大きく変わ

りません。以下では、個人への特定遺

贈を前提に、相続税の計算方法を解説

します。

　まず課税対象となる財産をすべて合

計します。死亡保険金はこの財産に含

まれますが、相続人が受け取る場合の

み「５００万円×法定相続人の数」まで

が非課税です。相続人以外が受け取る

とこの非課税枠が使えず全額が課税対

象です。また、被相続人の自宅敷地は、

小規模宅地等の特例により、一定要件

を満たせば評価額を最大�％減額でき

ます。しかし、この特例は配偶者、同

居親族や生計を一にする親族がその土

地を取得する場合等に限られます。本

事例では、同居する娘がいるため、姪

には特例は使えません。

　次に、合計財産から債務や葬式費用

を控除して課税価格を計算します。債

務や葬式費用も、特定遺贈を受けた方

が負担する部分は控除できません。

　そのうえで、課税価格から基礎控除

額（３，０００万円＋法定相続人の数×６００

万円）を差し引き、これを法定相続分

で按分して相続税総額を計算します。

相続人以外の受遺者は法定相続人では

ないため、基礎控除額も少なく、税額

は高めに算出されます。

　最後に、財産の取得割合に応じて各

人の相続税額を計算しますが、相続人

以外の受遺者には配偶者の税額軽減や

障害者控除等は使えず、さらに２割加

算が適用されるため、税負担は一段と

重くなります。

３．事例への当てはめ

　本件では、同居の娘が自宅（評価額

５，０００万円）を相続すれば、小規模宅

地等の特例や障害者控除を使うこと

で、相続税はほとんど生じません。一

方、相続人でない姪への遺贈ではこれ

らが適用できず、２割加算もかかるた

め数百万円単位の税負担が見込まれま

した。しかも現金を取得しないため、

納税資金にも苦労が予想されました。

そこで、奥様には姪との養子縁組を提

案しました。これにより姪が法定相続

人となり、基礎控除額が増えて２割加

算も回避できます。また、養子縁組によ

り姪が娘の扶養義務者となるため、娘

が使い切れなかった障害者控除の余剰

分を姪の相続税額から差し引くことも

可能です。こうした税負担軽減と合わ

せ、遺産分割で現金を相続すれば納税

資金も確保しやすいと説明しました。

４．終わりに

　相続人以外への遺贈では、上記以外

にも相続税の計算においてさまざまな

個別検討が欠かせません。また、不動

産を遺贈すれば登録免許税や不動産取

得税といった他の税目にも影響が及び

ます。事前に専門家に相談し、適切な

対策を検討することが重要です。

　

映

画

‥

ス

タ

ー

ウ

ォ

ー

ズ

・

シ

リ

ー

ズ

は

、

ジ

ョ

ー

ジ

・

ル

ー

カ

ス

が

監

督

・

製

作

総

指

揮

・

脚

本

を

務

め

た

Ｓ

Ｆ

映

画

の

金

字

塔

と

い

う

べ

き

作

品

で

す

。

　

　

『

ス

タ

ー

・

ウ

ォ

ー

ズ

』

は

１

９

７

８

年

６

月

に

公

開

さ

れ

、

遥

か

彼

方

の

銀

河

系

を

舞

台

に

繰

り

ひ

ろ

げ

ら

れ

る

善

と

悪

の

壮

大

な

戦

い

を

描

い

た

シ

リ

ー

ズ

の

記

念

す

べ

き

第

１

作

で

す

。

後

に

本

作

の

前

章

と

な

る

三

部

作

（

エ

ピ

ソ

ー

ド

１

～

３

）

が

製

作

さ

れ

た

こ

と

で

、

本

作

は

第

４

部

に

あ

た

る

『

ス

タ

ー

・

ウ

ォ

ー

ズ

‥

エ

ピ

ソ

ー

ド

４

新

た

な

る

希

望

』

と

改

題

さ

れ

ま

し

た

。

本

作

を

含

む

『

エ

ピ

ソ

ー

ド

４

～

６

』

を

旧

三

部

作

、

『

エ

ピ

ソ

ー

ド

１

～

３

』

を

新

三

部

作

と

呼

ん

で

い

ま

す

。

　

旧

三

部

作

は

、

ダ

ー

ス

・

ベ

イ

ダ

ー

率

い

る

帝

国

軍

と

指

導

者

レ

イ

ア

姫

の

反

乱

軍

の

戦

い

を

描

い

た

も

の

で

、

後

に

ジ

ェ

ダ

イ

の

騎

士

と

な

る

ル

ー

ク

・

ス

カ

イ

ウ

ォ

ー

カ

ー

、

ド

ロ

イ

ド

の

Ｒ

２

―

Ｄ

２

・

Ｃ

―

３

Ｐ

Ｏ

、

ミ

レ

ニ

ア

ム

・

フ

ァ

ル

コ

ン

号

の

船

長

ハ

ン

・

ソ

ロ

た

ち

の

活

躍

を

描

い

た

も

の

で

す

。

　

公

開

時

、

日

本

で

は

危

う

く

『

惑

星

大

戦

争

』

と

い

う

邦

題

を

付

け

そ

う

に

な

っ

て

い

ま

し

た

が

、

社

会

現

象

に

ま

で

発

展

し

た

本

国

ア

メ

リ

カ

の

反

応

を

見

た

日

本

の

宣

伝

ス

タ

ッ

フ

が

、

す

ぐ

に

原

題

に

戻

し

た

そ

う

で

す

。

　

ル

ー

カ

ス

に

は

、

最

低

で

も

３

部

作

を

製

作

し

た

い

と

い

う

強

い

気

持

ち

が

あ

っ

た

よ

う

で

す

。

当

時

は

一

般

的

に

マ

ー

チ

ャ

ン

ダ

イ

ジ

ン

グ

権

と

続

編

製

作

権

は

出

資

者

で

あ

る

ス

タ

ジ

オ

が

所

有

す

る

も

の

と

い

う

の

が

通

例

で

し

た

が

、

ル

ー

カ

ス

は

交

渉

の

末

、

両

方

の

権

利

を

獲

得

。

自

分

の

ギ

ャ

ラ

を

抑

え

て

、

代

わ

り

に

後

の

シ

リ

ー

ズ

化

に

ま

で

及

ぶ

自

由

裁

量

権

を

手

に

入

れ

た

の

で

す

。

　

キ

ャ

ラ

商

品

の

ヒ

ッ

ト

な

ど

が

顕

著

な

昨

今

を

見

れ

ば

、

ル

ー

カ

ス

の

ビ

ジ

ネ

ス

マ

ン

と

し

て

の

資

質

と

先

見

の

明

が

う

か

が

え

ま

す

。

　

映

画

の

マ

ー

チ

ャ

ン

ダ

イ

ジ

ン

グ

と

は

、

映

画

作

品

を

題

材

に

し

た

関

連

商

品

を

企

画

・

製

造

・

販

売

す

る

活

動

の

こ

と

で

、

Ｔ

シ

ャ

ツ

や

ポ

ス

タ

ー

、

フ

ィ

ギ

ュ

ア

な

ど

の

様

々

な

商

品

を

通

じ

て

、

映

画

の

魅

力

を

伝

え

、

観

客

の

興

味

を

引

き

、

興

行

収

入

以

外

の

収

益

源

を

確

保

す

る

目

的

が

あ

り

ま

す

。

　

ス

タ

ー

・

ウ

ォ

ー

ズ

で

は

、

映

画

に

登

場

す

る

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

フ

ィ

ギ

ュ

ア

や

ラ

イ

ト

セ

イ

バ

ー

な

ど

、

コ

レ

ク

タ

ー

心

を

く

す

ぐ

る

商

品

が

多

数

展

開

さ

れ

、

世

界

中

で

人

気

を

集

め

て

い

ま

す

。

　

旧

三

部

作

は

、

反

乱

軍

の

勝

利

と

ダ

ー

ス

・

ベ

イ

ダ

ー

の

秘

密

が

明

か

さ

れ

る

こ

と

で

完

結

し

ま

す

が

、

次

号

（

第

�

回

）

で

は

、

ダ

ー

ス

・

ベ

イ

ダ

ー

誕

生

ま

で

を

描

い

た

新

三

部

作

（

エ

ピ

ソ

ー

ド

１

～

３

）

に

つ

い

て

、

お

話

し

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　相続税等の財産評価では、土地や同族株式ば

かりが注目されますが、案外、難しい貸付金に

ついて、評価通達に定める評価方法や各種留意

点を裁決事例等に基づいて確認します。

名古屋　【日時】

��年�月９日（木）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

ＩＭＹビル（名古屋市東区葵３－７－�）

地下鉄東山線千種駅１番出口／徒歩１分

地下鉄桜通線車道駅３番出口／徒歩１分

大　阪　【日時】

��年�月�日（金）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

國民會舘�階（大阪市中央区大手前２－１－２）

地下鉄天満橋駅下車３番出口（大阪城

方面出口）／徒歩３分

京阪電車天満橋駅東出口下車／徒歩６分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年

笹岡会計事務所設立。現在、多くのク

ライアントの税務申告代理を行ってい

る一方、各税理士会の「統一研修会」等

の資産税の講師として活躍している。

受講料　１名につき１９，０００円（税込・レジュメ

代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、割引

価格１５，２００円（税込）となります。

テキスト　レジュメは当日会場で配布いたします。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの

申込フォームよりお申込みく

ださい。

　

沖

縄

国

税

事

務

所

（

剱

持

敏

幸

所

長

）

は

８

月

�

日

、

税

務

行

政

の

円

滑

な

運

営

に

多

大

な

貢

献

を

し

た

と

し

て

日

本

フ

ッ

ト

ボ

ー

ル

リ

ー

グ

（

Ｊ

Ｆ

Ｌ

）

所

属

の

サ

ッ

カ

ー

ク

ラ

ブ

・

沖

縄

Ｓ

Ｖ

（

高

原

直

泰

代

表

取

締

役

Ｃ

Ｅ

Ｏ

・

元

日

本

代

表

）

に

所

長

感

謝

状

を

贈

呈

し

た

＝

写

真

。

　

沖

縄

Ｓ

Ｖ

で

は

、

所

属

選

手

�

人

を

対

象

と

し

た

租

税

講

座

の

企

画

・

開

催

や

元

日

本

代

表

の

我

那

覇

和

樹

選

手

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

体

験

を

実

施

し

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

。

ま

た

、

同

ク

ラ

ブ

の

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

も

パ

ブ

リ

シ

テ

ィ

の

模

様

（

「

＃

確

定

申

告

の

準

備

」

「

＃

国

税

庁

」

）

を

投

稿

し

、

積

極

的

に

ス

マ

ホ

申

告

等

の

情

報

発

信

を

行

っ

て

き

た

。

　

高

原

代

表

は

「

サ

ッ

カ

ー

選

手

は

個

人

事

業

主

と

し

て

活

動

し

て

い

る

た

め

、

税

金

な

ど

の

管

理

に

関

す

る

知

識

が

必

要

で

あ

り

、

若

い

選

手

に

と

っ

て

も

学

び

の

機

会

に

な

っ

た

」

と

話

し

た

。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

高

松

国

税

局

長

に

就

任

し

た

齋

地

義

孝

氏

は

、

７

月

�

日

、

高

松

天

神

前

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

　

齋

地

局

長

は

会

見

で

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

な

ど

の

デ

ジ

タ

ル

技

術

を

活

用

し

た

納

税

者

の

利

便

性

向

上

の

取

組

に

つ

い

て

、

納

税

者

の

皆

様

に

利

用

し

て

い

た

だ

き

、

利

便

性

を

感

じ

て

い

た

だ

く

こ

と

が

大

切

。

そ

の

た

め

、

納

税

者

や

関

係

者

の

ニ

ー

ズ

を

丁

寧

に

把

握

し

、

具

体

的

な

対

応

を

示

し

て

い

く

こ

と

で

、

よ

り

発

信

力

を

高

め

て

い

き

た

い

、

と

力

強

く

抱

負

を

語

っ

た

。

　

ま

た

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

、

金

融

機

関

や

地

方

公

共

団

体

、

関

係

民

間

団

体

、

税

理

士

等

の

皆

様

と

連

携

・

協

力

し

な

が

ら

、

利

用

拡

大

に

向

け

て

積

極

的

に

取

り

組

み

た

い

、

な

ど

と

語

っ

た

。

　

齋

地

　

義

孝

（

さ

い

ち

・

よ

し

た

か

）

氏

の

略

歴

　

昭

和

�

年

東

京

国

税

局

入

局

。

山

梨

税

務

署

長

、

福

岡

国

税

局

調

査

査

察

部

長

、

熊

本

国

税

局

課

税

部

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

首

席

国

税

庁

監

察

官

。

�

歳

。

神

奈

川

県

出

身

。

　

　

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

北

法

人

会

女

性

部

会

（

犬

嶋

由

香

里

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

サ

ン

プ

ラ

ザ

で

弁

護

士

法

人

パ

ー

ク

フ

ロ

ン

ト

法

律

事

務

所

代

表

弁

護

士

の

佐

藤

眞

紀

世

さ

ん

を

講

師

に

迎

え

、

「

あ

な

た

は

大

丈

夫

？

　

～

ア

ン

コ

ン

シ

ャ

ス

バ

イ

ア

ス

、

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

気

気

付

く

～

」

と

題

し

て

、

恒

例

の

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

佐

藤

さ

ん

は

、

大

学

卒

業

後

入

社

し

た

航

空

会

社

に

勤

め

る

傍

ら

司

法

試

験

を

受

験

し

、

弁

護

士

登

録

・

弁

護

士

法

人

を

設

立

し

現

在

に

至

っ

て

い

る

。

　

講

演

で

は

「

ア

ン

コ

ン

シ

ャ

ス

バ

イ

ア

ス

」

と

は

、

無

意

識

の

う

ち

に

偏

見

や

思

い

込

み

で

、

周

り

の

人

の

可

能

性

を

狭

め

た

り

、

知

ら

ず

知

ら

ず

の

う

ち

に

誰

か

を

傷

つ

け

た

り

す

る

行

為

で

、

結

果

と

し

て

「

セ

ク

ハ

ラ

」

「

パ

ワ

ハ

ラ

」

「

マ

タ

ハ

ラ

」

に

つ

な

が

る

も

の

で

あ

り

、

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

の

未

然

防

止

に

会

社

と

し

て

講

ず

べ

き

措

置

の

ポ

イ

ン

ト

と

し

て

は

、

①

就

業

規

則

や

相

談

窓

口

の

整

備

、

②

上

司

や

従

業

に

対

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

等

の

実

施

、

③

研

修

会

・

勉

強

会

等

の

開

催

、

そ

し

て

会

社

上

層

部

か

ら

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

厳

正

に

対

処

す

る

と

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

と

組

織

の

取

組

み

を

周

知

・

啓

発

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

の

説

明

が

あ

っ

た

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

女

性

部

（

飯

尾

久

美

子

部

長

）

は

８

月

８

日

、

中

川

区

内

の

「

お

ぎ

原

」

会

議

室

で

女

性

部

夏

期

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

中

川

税

務

署

の

西

ヶ

谷

桂

個

人

第

一

統

括

官

、

山

田

一

喜

記

帳

指

導

担

当

、

中

川

会

の

宇

野

久

夫

専

務

理

事

、

中

本

福

美

常

任

理

事

ら

が

来

賓

と

し

て

出

席

し

た

。

　

研

修

会

で

は

、

西

ヶ

谷

統

括

官

が

「

中

川

税

務

署

の

機

構

に

つ

い

て

」

、

山

田

記

帳

指

導

担

当

が

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

つ

い

て

」

、

宇

野

専

務

理

事

が

「

市

内

青

色

申

告

会

の

現

況

に

つ

い

て

」

を

テ

ー

マ

に

、

そ

れ

ぞ

れ

説

明

を

行

っ

た

。

　

研

修

会

終

了

後

に

は

、

昼

食

を

と

り

な

が

ら

交

流

を

深

め

、

研

修

会

は

有

意

義

な

時

間

と

な

っ

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

（

笠

原

紀

一

会

長

）

は

８

月

８

日

と

�

日

、

同

会

本

部

ア

ー

ス

館

で

小

学

校

全

学

年

を

対

象

に

「

租

税

教

育

夏

休

み

自

由

研

究

」

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

約

�

人

の

小

学

生

が

参

加

。

　

第

１

部

で

は

、

同

会

の

職

員

が

「

お

金

の

大

切

さ

」

に

つ

い

て

説

明

し

た

ほ

か

、

１

億

円

の

重

さ

を

体

験

。

ま

た

、

税

金

ボ

ー

ド

ゲ

ー

ム

で

お

金

を

稼

ぐ

こ

と

や

、

納

税

す

る

こ

と

の

大

切

さ

と

大

変

さ

を

体

験

し

た

。

　

第

２

部

は

、

「

自

由

研

究

企

画

オ

リ

ジ

ナ

ル

黒

板

を

作

ろ

う

�

」

を

テ

ー

マ

に

、

日

之

出

塗

料

店

店

主

で

同

会

副

会

長

の

吉

村

治

樹

氏

が

講

師

と

な

り

、

オ

リ

ジ

ナ

ル

黒

板

を

作

成

し

た

＝

写

真

。

　

茨

城

・

下

館

税

務

署

（

高

野

正

昭

署

長

）

は

７

月

�

日

、

一

般

社

団

法

人

下

館

法

人

会

（

木

城

弘

明

会

長

）

の

木

城

会

長

を

は

じ

め

、

副

会

長

、

女

性

部

会

長

の

各

役

員

と

会

合

を

開

催

し

、

双

方

が

あ

い

さ

つ

を

交

わ

し

た

。

　

下

館

署

、

法

人

会

の

そ

れ

ぞ

れ

の

あ

い

さ

つ

や

自

己

紹

介

の

後

、

税

務

署

側

が

「

Ａ

Ｌ

Ｌ

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

」

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

活

用

し

て

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

等

の

利

便

性

の

説

明

を

行

い

＝

写

真

、

法

人

会

会

員

の

利

用

に

向

け

た

協

議

を

行

っ

た

。

　

木

城

会

長

は

「

特

に

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

、

あ

ら

ゆ

る

機

会

を

と

ら

え

て

会

員

に

周

知

・

推

進

を

し

て

い

き

た

い

」

と

述

べ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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